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電電公社帯広局事件（最高裁昭和６１年３月１３日第一小法廷判決） 

‣概要 

健康診断受診の業務命令を拒否した労働者に対して、懲戒処分を行った事案で、秋北バス事件の最高裁判決

の考え方を踏襲し、就業規則上の労働者の健康管理上の義務は合理的であり、労働契約の内容となっている

とし、健康診断の受診拒否は懲戒事由に当たり、懲戒処分が有効とされた。 

事案の概要 

‣事案の概要 

判決の要旨 

Ｘは、Ｙ公社帯広電報電話局に勤務し、電話交換の作業に従事する職員であった。Ｘは、昭和49年７月、

頸肩腕症候群と診断され、公社の健康管理規程に定める 

指導区分のうち、最も病状の重い「療養」にあたることとされた。その後、指導区分の変遷を繰り返し、Ｘ

は、本来の職務である電話交換の作業には従事せず、電話番号簿の訂正等の事務に従事していた。Ｙ

は、昭和 53 年 10 月、Ｘに対し、頸肩腕症候群の精密検診を受診するよう、二度にわたって業務命令を

発したが、Ｘはこれを拒否した。労働組合は、この検診が労使確認事項であるとしながらも、Ｘが受診拒

否の意向を示しており、業務命令発出という形にまで発展したことを重視し、非公開で団交を行った。こ

の際、Ｘは、会議室に立ち入り、組合役員の退去指示にも従わなかった。この間、Ｘは、約 10 分間にわた

り、職場を離脱した。 

Ｙは、Ｘに対し、受診拒否が就業規則 59 条３号（上長の命令に服さないとき）の懲戒事由に該当し、ま

た、職場離脱は、同 59 条 18 号（第５条の規定に違反したとき）所定の懲戒事由に該当するとして、懲

戒処分をした。 

一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がそ

の雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力

の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に

対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の

範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであ

り、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者

が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであっ

て、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 

ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、

その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によ

るという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当

該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対

して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから（最高裁

昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉）、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項に

ついて業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的な

ものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべき

こととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき

旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体

的労働契約の内容をなしているものということができる。 


